
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県資源管理方針の変更 

  

令和８年４月１７日 

千葉県報第１４１３５号別冊 

 



 



 

  
 

新
 

旧
 

千
葉
県
資
源
管
理
方
針
 

 一
 
資
源
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
 

 
１
 
漁
業
の
状
況
 

本
県
の
水
産
業
は
、
令
和
５
年
の
海
面
漁
業
の
生
産
量
で
約
８
万
ト
ン
、

生
産
額
は
約

23
0
億
円
に
の
ぼ
り
、
全
国
的
に
は
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。

ま
た
、
漁
業
就
業
者
数
は
、
約
３
千
人
で
あ
り
、
銚
子
地
域
か
ら
東
京
内
湾

地
域
に
か
け
て
、
多
種
多
様
な
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。
 

銚
子
地
域
は
沖
合
で
黒
潮
と
親
潮
が
交
わ
り
、
さ
ら
に
利
根
川
か
ら
の
栄

養
塩
類
が
流
れ
込
む
こ
と
で
全
国
で
も
屈
指
の
好
漁
場
と
な
っ
て
お
り
、
ま

き
網
、
底
び
き
網
、
つ
り
な
ど
、
沖
合
の
大
型
漁
船
か
ら
沿
岸
の
小
型
漁
船

ま
で
多
種
多
様
な
漁
業
が
行
わ
れ
、
水
揚
げ
さ
れ
た
水
産
物
は
全
国
各
地
に

供
給
さ
れ
て
い
る
。
 

九
十
九
里
地
域
は
古
く
か
ら
い
わ
し
類
を
対
象
と
し
た
ま
き
網
漁
業
が

盛
ん
で
あ
り
、
地
元
水
産
加
工
業
へ
の
原
料
供
給
元
と
し
て
も
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
砂
浜
域
に
お
い
て
は
、
ち
ょ
う
せ
ん
は
ま
ぐ
り

等
を
対
象
と
し
た
貝
桁
漁
業
が
盛
ん
で
あ
る
ほ
か
、
は
え
縄
、
刺
し
網
な
ど

の
沿
岸
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。
 

外
房
地
域
は
複
雑
な
海
岸
・
海
底
地
形
を
有
し
、
磯
根
や
沖
合
の
天
然
礁

に
恵
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
漁
場
を
利
用
し
た
あ
わ
び
、
い
せ
え
び
等
の

磯
根
漁
業
、
い
わ
し
類
、
ぶ
り
類
を
主
体
と
し
た
ま
き
網
漁
業
及
び
定
置
網

漁
業
、
き
ん
め
だ
い
等
の
小
型
船
漁
業
等
が
盛
ん
で
あ
る
。
 

内
房
地
域
は
東
京
湾
か
ら
外
洋
に
面
し
た
海
域
ま
で
様
々
な
海
洋
環
境

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
定
置
網
、
つ
り
、
静
穏
な
海
域
を
利
用
し
た
海
面
で

の
魚
類
養
殖
等
の
様
々
な
漁
業
が
営
ま
れ
、
漁
獲
さ
れ
る
魚
種
も
多
岐
に
わ

 
 
 
千
葉
県
資
源
管
理
方
針
 

 一
 
資
源
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
 

 
１
 
漁
業
の
状
況
 

本
県
の
水
産
業
は
、平

成
30

年
の
海
面
漁
業
の
生
産
量
で
約

13
万
ト
ン
、

生
産
額
は
約

23
7
億
円
に
の
ぼ
り
、
全
国
的
に
は
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。

ま
た
、
漁
業
就
業
者
数
は
、
約
４
千
人
で
あ
り
、
銚
子
地
域
か
ら
東
京
内
湾

地
域
に
か
け
て
、
多
種
多
様
な
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。
 

銚
子
地
域
は
沖
合
で
黒
潮
と
親
潮
が
交
わ
り
、
さ
ら
に
利
根
川
か
ら
の
栄

養
塩
類
が
流
れ
込
む
こ
と
で
全
国
で
も
屈
指
の
好
漁
場
と
な
っ
て
お
り
、
ま

き
網
、
底
び
き
網
、
つ
り
な
ど
、
沖
合
の
大
型
漁
船
か
ら
沿
岸
の
小
型
漁
船

ま
で
多
種
多
様
な
漁
業
が
行
わ
れ
、
水
揚
げ
さ
れ
た
水
産
物
は
全
国
各
地
に

供
給
さ
れ
て
い
る
。
 

九
十
九
里
地
域
は
古
く
か
ら
い
わ
し
類
を
対
象
と
し
た
ま
き
網
漁
業
が

盛
ん
で
あ
り
、
地
元
水
産
加
工
業
へ
の
原
料
供
給
元
と
し
て
も
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
砂
浜
域
に
お
い
て
は
、
ち
ょ
う
せ
ん
は
ま
ぐ
り

等
を
対
象
と
し
た
貝
桁
漁
業
が
盛
ん
で
あ
る
ほ
か
、
は
え
な
わ
、
刺
網
な
ど

の
沿
岸
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。
 

外
房
地
域
は
複
雑
な
海
岸
・
海
底
地
形
を
有
し
、
磯
根
や
沖
合
の
天
然
礁

に
恵
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
漁
場
を
利
用
し
た
あ
わ
び
、
い
せ
え
び
等
の

磯
根
漁
業
、
い
わ
し
類
、
ぶ
り
類
を
主
体
と
し
た
ま
き
網
漁
業
及
び
定
置
網

漁
業
、
き
ん
め
だ
い
等
の
小
型
船
漁
業
等
が
盛
ん
で
あ
る
。
 

内
房
地
域
は
東
京
湾
か
ら
外
洋
に
面
し
た
海
域
ま
で
様
々
な
海
洋
環
境

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
定
置
網
、
つ
り
、
静
穏
な
海
域
を
利
用
し
た
海
面
で

の
魚
類
養
殖
等
の
様
々
な
漁
業
が
営
ま
れ
、
漁
獲
さ
れ
る
魚
種
も
多
岐
に
わ

千
葉
県
資
源
管
理
方
針
 
新
旧
対
照
表

 



 

た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
水
揚
げ
さ
れ
た
水
産
物
は
、
首
都
圏
へ
出
荷
さ
れ
る

ほ
か
、
地
域
の
食
堂
や
直
売
所
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。
 

東
京
内
湾
地
域
は
全
国
で
も
有
数
の
浅
海
漁
場
で
あ
り
、
の
り
養
殖
業
や

あ
さ
り
等
貝
類
漁
業
の
ほ
か
、
小
型
底
び
き
網
、
ま
き
網
、
潜
水
器
、
あ
な

ご
筒
、
刺
し
網
等
の
多
様
な
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。
生
産
さ
れ
る
水
産
物

は
良
質
な
「
江
戸
前
」
も
の
と
し
て
市
場
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
水
産
業
は
、
本
県
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
に
も
極
め

て
重
要
な
産
業
で
あ
り
、
今
後
と
も
水
産
業
の
発
展
を
図
っ
て
い
く
た
め
に

は
、
水
産
資
源
の
特
性
及
び
漁
業
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、
水
産
資
源
を
適
切

に
管
理
し
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 二
～
五
（
略
）
 

 六
 
そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

１
 
漁
獲
量
等
の
情
報
の
収
集
 

(1
)（

略
）
 

(2
) 

漁
獲
量
等
の
情
報
は
、
法
第

26
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
第

30
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
可
能
量
に
よ
る

管
理
と
し
て
行
う
も
の
の
ほ
か
、
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者

に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
法
第

58
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第

52
条
第
１
項
）
、
漁
業
権
者
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の

報
告
（
法
第

90
条
第
１
項
）
に
お
い
て
も
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
に
よ
り
収
集
し
た
情
報
を
農
林
水
産
大
臣
へ
報

告
し
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
知
事
が
相
互
に
漁
獲
量
等
の
情
報
を
共
有

す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
資
源
管
理
に
向
け
て
こ
れ
ら
の
情
報
を
活

用
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 

(3
)（

略
）
 

２
～
４
（
略
）
 

た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
水
揚
げ
さ
れ
た
水
産
物
は
、
首
都
圏
へ
出
荷
さ
れ
る

ほ
か
、
地
域
の
食
堂
や
直
売
所
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。
 

東
京
内
湾
地
域
は
全
国
で
も
有
数
の
浅
海
漁
場
で
あ
り
、
の
り
養
殖
業
や

あ
さ
り
等
貝
類
漁
業
の
ほ
か
、
小
型
底
び
き
網
、
ま
き
網
、
潜
水
器
、
あ
な

ご
筒
、
刺
網
等
の
多
様
な
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。
生
産
さ
れ
る
水
産
物
は

良
質
な
「
江
戸
前
」
も
の
と
し
て
市
場
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
水
産
業
は
、
本
県
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
に
も
極
め

て
重
要
な
産
業
で
あ
り
、
今
後
と
も
水
産
業
の
発
展
を
図
っ
て
い
く
た
め
に

は
、
水
産
資
源
の
特
性
及
び
漁
業
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、
水
産
資
源
を
適
切

に
管
理
し
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 二
～
五
（
略
）
 

 六
 
そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

１
 
漁
獲
量
等
の
情
報
の
収
集
 

(1
)（

略
）
 

(2
) 

漁
獲
量
等
の
情
報
は
、
法
第

26
条
第
１
項
又
は
第

30
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
と
し
て
行
う
も
の
の
ほ
か
、
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告

（
法
第

58
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

52
条
第
１
項
）、

漁
業
権
者

に
よ
る
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
法
第

90
条
第
１
項
）
に
お
い

て
も
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
報
告
に
よ
り
収
集
し

た
情
報
を
農
林
水
産
大
臣
へ
報
告
し
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
知
事
が
相

互
に
漁
獲
量
等
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
資
源
管
理

に
向
け
て
こ
れ
ら
の
情
報
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 

 (3
)（

略
）
 

２
～
４
（
略
）
 



 

 七
（
略
）
 

 八
 
個
別
の
水
産
資
源
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
 

特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は

1
か
ら

9
ま
で
に
、

特
定
水
産
資
源
以
外
の
水
産
資
源（

法
第

11
条
第
２
項
第
２
号
の
資
源
管
理
の

目
標
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
資
源
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は

10
か
ら

15
ま
で
に
、
法
第

11
条
第
２
項
第
２
号
の
資
源
管
理
の
目
標
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
資

源
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
水
産
資
源
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は

16
か

ら
47

ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
1 
  
さ
ん
ま
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
さ
ん
ま
漁
業
と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

(ｱ
)（

略
）
 

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

千
葉
県
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
所
在

地
が
あ
る
者
が
さ
ん
ま
を
採
捕
す
る
漁
業
 

   

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
 

 七
（
略
）
 

 八
 
個
別
の
水
産
資
源
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
 

特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は

1
か
ら

9
ま
で
に
、

特
定
水
産
資
源
以
外
の
水
産
資
源（

法
第

11
条
第
２
項
第
２
号
の
資
源
管
理
の

目
標
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
資
源
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は

10
か
ら

15
ま
で
に
、
法
第

11
条
第
２
項
第
２
号
の
資
源
管
理
の
目
標
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
資

源
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
水
産
資
源
の
具
体
的
な
資
源
管
理
方
針
は

16
か

ら
47

ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

１
  

さ
ん
ま
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
さ
ん
ま
漁
業
と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

(ｱ
)（

略
）
  

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

定
置
漁
業
（
法
第

60
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
小
型
定
置
漁
業
（
法
第

60
条
第
５
項
第
２
号

に
掲
げ
る
第
２
種
共
同
漁
業
の
う
ち
小
型
定
置
漁
業
及
び
千
葉
県

漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
千
葉
県
規
則
第

61
号
）
第
４
条
第
１

項
第

16
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
  



 

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

定
置
漁
業
（
法
第

60
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
小
型
定
置
漁
業
（
法
第

60
条
第
５
項
第
２
号
に
掲
げ

る
第
２
種
共
同
漁
業
の
う
ち
小
型
定
置
漁
業
及
び
千
葉
県
漁
業
調
整
規

則
（
令
和
２
年
千
葉
県
規
則
第

61
号
）
第
４
条
第
１
項
第

16
号
に
掲
げ

る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管

理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る
管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
努
力
量
の
上
限

は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

 

２
  
ま
あ
じ
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
ま
あ
じ
漁
業
と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

(ｱ
)（

略
）
 

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

千
葉
県
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
所
在

地
が
あ
る
者
が
ま
あ
じ
を
採
捕
す
る
漁
業
 

  

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る

管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
上
限
を
設
け
る
こ
と

を
通
じ
て
、
漁
獲
努
力
量
を
制
限
す
る
。
 

    

 

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

 

２
 
ま
あ
じ
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
ま
あ
じ
漁
業
と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

(ｱ
)（

略
）
  

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

中
型
ま
き
網
漁
業
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

（
昭
和

38
年
農
林
省
令
第
５
号
）
第

70
条
第
１
号
に
掲
げ
る
漁
業

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
小
型
ま
き
網
漁
業
（
千
葉
県
漁
業
調
整

規
則

第
４

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
漁

業
を

い
う

。
以

下
同



 

 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
  

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

中
型
ま
き
網
漁
業
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
38

年
農
林
省
令
第
５
号
）
第

70
条
第
１
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
、
小
型
ま
き
網
漁
業
（
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
第
４
条
第

１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
定
置
漁
業
及
び

小
型
定
置
漁
業
に
お
い
て
は
、
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と

し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る
管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
け
る
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
努
力
量
の
上
限
は
、
次
の
表
の
左
欄

に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。
 

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

中
型
ま
き
網
漁
業
 

54
隻
 

小
型
ま
き
網
漁
業
 

18
隻
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

 

３
  
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
漁
業
と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

じ
。
）
、
定
置
漁
業
及
び
小
型
定
置
漁
業
 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
 

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る

管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
上
限
を
設
け
る
こ
と

を
通
じ
て
、
漁
獲
努
力
量
を
制
限
す
る
。
 

     

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

中
型
ま
き
網
漁
業
 

54
隻
 

小
型
ま
き
網
漁
業
 

18
隻
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

 

３
  
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
漁
業
と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 



 

(ｱ
)（

略
）
  

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

千
葉
県
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
所
在

地
が
あ
る
者
が
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
を
採
捕
す
る
漁
業
 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
 

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

中
型
ま
き
網
漁
業
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
定
置
漁
業
及
び
小
型
定
置
漁

業
に
お
い
て
は
、
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲

努
力
量
に
よ
る
管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
努
力
量
の
上
限
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
漁

業
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

中
型
ま
き
網
漁
業
 

54
隻
 

小
型
ま
き
網
漁
業
 

18
隻
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

  
４
（
略
）
 

 

５
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
資
源
管
理
方
針
  

(1
)（

略
）
 
 

(
2
) 

知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

ア
 
千
葉
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
船
漁
業
等
（
４
月
か
ら
６
月

(ｱ
)（

略
）
  

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

中
型
ま
き
網
漁
業
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
定
置
漁
業
及
び
小
型
定

置
漁
業
 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
  

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る

管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
上
限
を
設
け
る
こ
と

を
通
じ
て
、
漁
獲
努
力
量
を
制
限
す
る
。
 

 

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

中
型
ま
き
網
漁
業
 

54
隻
 

小
型
ま
き
網
漁
業
 

18
隻
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

 

４
（
略
）
 

 

５
 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
資
源
管
理
方
針
  

(1
)（

略
）
 
 

(
2
) 

知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

ア
 
千
葉
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
船
漁
業
等
（
４
月
か
ら
６
月



 

ま
で
）
 

(ｱ
)（

略
）
 

(ｲ
) 

漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

ａ
（
略
）
 

ｂ
 
漁
獲
量
等
の
報
告
に
係
る
期
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

陸
揚
げ
し
た
日
か
ら

3
日
以
内
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る

法
律
（
昭
和

63
年
法
律
第

91
号
）
第

1
条
第

1
項
に
規
定
す
る

行
政
機
関
の
休
日
は
参
入
し
な
い
。
）
 

     

イ
～
オ
 
（
略
）
 

(3
) 

漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準
 

ア
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
は
、本

県
に
配
分
さ
れ
た

漁
獲
可
能
量
の
う
ち
、
お
お
む
ね
４
ト
ン
を
本
県
の
留
保
と
し
、
残
り

を
平
成

27
年
か
ら
平
成

29
年
ま
で
の
漁
獲
実
績
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
漁
業
の
種
類
別
の
知
事
管
理
区
分
に
按
分
す
る
。
 

イ
 
（
略
）
 

ウ
 
（
略
）
 
 

(4
) 

そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

ア
～
ウ
 
（
略
）
 

エ
 
法
第

26
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
に

つ
い
て
 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
は
法
第

26
条
第
２
項
の
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
特
別
管
理
特
定
水
産
資
源
で
あ
る
。
 

 

ま
で
）
 

(ｱ
)（

略
）
 

(ｲ
) 

漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

ａ
（
略
）
 

ｂ
 
漁
獲
量
等
の
報
告
に
係
る
期
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(a
) 

当
該
管
理
年
度
中
（
(b
)に

規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
 

陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

(b
) 

知
事
が
法
第

31
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
た
日
か
ら
当

該
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
漁
獲
可
能
期
間
の
末
日
ま
で
（
漁

獲
可

能
量

の
追

加
配

分
等
に

よ
り

当
該

知
事

管
理

区
分

の
漁

獲
量

の
総

量
が

当
該

知
事
管

理
漁

獲
可

能
量

を
超

え
る

お
そ

れ
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
 

陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
３
日
以
内
 

イ
～
オ
 
（
略
）
 

(3
) 

漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準
 

ア
 
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
は
、本

県
に
配
分
さ
れ
た

漁
獲
可
能
量
の
う
ち
、
お
お
む
ね
４
ト
ン
を
本
県
の
留
保
と
し
、
残
り

を
平
成

27
年
か
ら
平
成

29
年
ま
で
の
漁
獲
実
績
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
漁
業
の
種
類
別
の
知
事
管
理
区
分
に
案
分
す
る
。
 

イ
 
（
略
）
 

ウ
 
（
略
）
 
 

(4
) 

そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

ア
～
ウ
 
（
略
）
 

【
新
設
】
 

    



 

６
  
す
る
め
い
か
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
す
る
め
い
か
漁
業
と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

(ｱ
)（

略
）
  

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

千
葉
県
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
所
在

地
が
あ
る
者
が
す
る
め
い
か
を
採
捕
す
る
漁
業
 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
  

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

定
置
漁
業
及
び
小
型
定
置
漁
業
に
お
い
て
は
、
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管

理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る
管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
努
力
量
の
上
限

は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

 

６
  
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

６
  
す
る
め
い
か
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
す
る
め
い
か
漁
業
と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

(ｱ
)（

略
）
  

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

定
置
漁
業
及
び
小
型
定
置
漁
業
 

 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
  

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る

管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
上
限
を
設
け
る
こ
と

を
通
じ
て
、
漁
獲
努
力
量
を
制
限
す
る
。
 

 

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

 

６
  
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
知
事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法



 

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
漁
業

と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

(ｱ
)（

略
）
  

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

千
葉
県
に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
所
在

地
が
あ
る
者
が
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
を
採
捕
す
る

漁
業
 

 

 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
  

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

中
型
ま
き
網
漁
業
、
火
光
利
用
さ
ば
漁
業
（
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
第

４
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
敷
網
漁

業
（
あ
じ
・
さ
ば
棒
受
網
漁
業
）
（
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
第
４
条
第
１

項
第
５
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
あ
じ
・
さ
ば
棒
受
網
漁
業
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
、
定
置
漁
業
及
び
小
型
定
置
漁
業
に
お
い
て
は
、
漁
獲
可
能

量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る
管
理
を
併
せ

て
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
漁
業
に
係
る
漁
獲
努
力

量
の
上
限
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

中
型
ま
き
網
漁
業
 

54
隻
 

等
 

知
事
管
理
区
分
は
千
葉
県
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
太
平
洋
系
群
漁
業

と
す
る
。
 

ア
 
当
該
知
事
管
理
区
分
に
関
す
る
事
項
 

(ｱ
)（

略
）
  

(ｲ
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

中
型
ま
き
網
漁
業
、
火
光
利
用
さ
ば
漁
業
（
千
葉
県
漁
業
調
整
規

則
第
４
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

敷
網
漁
業
（
あ
じ
・
さ
ば
棒
受
網
漁
業
）
（
千
葉
県
漁
業
調
整
規
則

第
４
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
あ
じ
・
さ
ば
棒
受
網

漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
定
置
漁
業
及
び
小
型
定
置
漁
業
 

(ｳ
)（

略
）
  

イ
（
略
）
 

(3
)（

略
）
  

(4
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る

事
項
 

漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
と
し
て
、
漁
獲
努
力
量
に
よ
る

管
理
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
種
類

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
上
限
を
設
け
る
こ
と

を
通
じ
て
、
漁
獲
努
力
量
を
制
限
す
る
。
 

     

漁
業
の
種
類
 

漁
獲
努
力
量
 

中
型
ま
き
網
漁
業
 

54
隻
 



 

火
光
利
用
さ
ば
漁
業
 

39
隻
 

敷
網
漁
業
（
あ
じ
・
さ
ば
棒
受
網
漁
業
）
 

７
隻
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

  
８
～
９
（
略
）
 

 

10
 
か
つ
お
（
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

11
 
き
は
だ
（
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

火
光
利
用
さ
ば
漁
業
 

39
隻
 

敷
網
漁
業
（
あ
じ
・
さ
ば
棒
受
網
漁
業
）
 

７
隻
 

定
置
漁
業
 

11
統
 

小
型
定
置
漁
業
 

54
統
 

 

８
～
９
（
略
）
 

 

10
 
か
つ
お
（
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

11
 
き
は
だ
（
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を



 

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

12
 
び
ん
な
が
（
北
西
太
平
洋
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

13
 
め
か
じ
き
（
北
西
太
平
洋
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

14
 
め
ば
ち
（
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

12
 
び
ん
な
が
（
北
西
太
平
洋
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

13
 
め
か
じ
き
（
北
西
太
平
洋
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

14
 
め
ば
ち
（
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 



 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

15
 
ひ
ら
め
太
平
洋
北
部
系
群
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

16
 
き
ん
め
だ
い
太
平
洋
（
千
葉
県
銚
子
沖
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

き
ん
め
だ
い
太
平
洋
（
千
葉
県
銚
子
沖
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

15
 
ひ
ら
め
太
平
洋
北
部
系
群
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

16
 
き
ん
め
だ
い
太
平
洋
系
群
（
千
葉
県
銚
子
沖
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

き
ん
め
だ
い
太
平
洋
系
群
（
千
葉
県
銚
子
沖
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の



 

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

17
 
き
ん
め
だ
い
太
平
洋
（
千
葉
県
勝
浦
沖
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

き
ん
め
だ
い
太
平
洋
（
千
葉
県
勝
浦
沖
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

18
 
き
ん
め
だ
い
太
平
洋
（
千
葉
県
東
京
湾
口
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

き
ん
め
だ
い
太
平
洋
（
千
葉
県
勝
東
京
湾
口
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

17
 
き
ん
め
だ
い
太
平
洋
系
群
（
千
葉
県
勝
浦
沖
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

き
ん
め
だ
い
太
平
洋
系
群
（
千
葉
県
勝
浦
沖
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

18
 
き
ん
め
だ
い
太
平
洋
系
群
（
千
葉
県
東
京
湾
口
）
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

き
ん
め
だ
い
太
平
洋
系
群
（
千
葉
県
東
京
湾
口
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 



 

 

19
 
こ
の
し
ろ
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

20
 
す
ず
き
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

21
 
ひ
ら
め
太
平
洋
中
部
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

ひ
ら
め
太
平
洋
中
部
海
域
 

 

19
 
こ
の
し
ろ
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

20
 
す
ず
き
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

21
 
ひ
ら
め
太
平
洋
中
部
系
群
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

ひ
ら
め
太
平
洋
中
部
系
群
 



 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

22
 
ま
こ
が
れ
い
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

23
 
ま
あ
な
ご
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

22
 
ま
こ
が
れ
い
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

23
 
ま
あ
な
ご
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採



 

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

24
 
ま
あ
な
ご
銚
子
・
九
十
九
里
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

25
 
ま
だ
い
太
平
洋
中
部
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

ま
だ
い
太
平
洋
中
部
 

(2
) 

資
源
管
理
の
方
向
性
 

千
葉
県
沿
岸
水
産
資
源
の

資
源
評
価
に
お
い
て
判
断

さ
れ
る
中
位
以

上
の
資
源
水
準（

資
源
量
で
１
年
当
た
り

71
2
ト
ン
を
上
回
る
資
源
水
準
）

を
維
持
す
る
。
な
お
、
資
源
評
価
に
お
い
て
評
価
指
標
等
が
更
新
さ
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
用
い
て
本
方
向
性
を
見
直
す
こ
と
と
す
る
。
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

24
 
ま
あ
な
ご
銚
子
・
九
十
九
里
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

25
 
ま
だ
い
太
平
洋
中
部
系
群
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 

水
産
資
源
の
名
称
 

ま
だ
い
太
平
洋
中
部
系
群
 

(2
) 

資
源
管
理
の
方
向
性
 

千
葉
県
沿
岸
水
産
資
源
の

資
源
評
価
に
お
い
て
判
断

さ
れ
る
中
位
以

上
の
資
源
水
準（

漁
獲
量
で
１
年
当
た
り

11
7
ト
ン
を
上
回
る
資
源
水
準
）

を
維
持
す
る
。
な
お
、
資
源
評
価
に
お
い
て
評
価
指
標
等
が
更
新
さ
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
用
い
て
本
方
向
性
を
見
直
す
こ
と
と
す
る
。
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 



 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

26
 
く
ろ
あ
わ
び
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

27
 
め
が
い
あ
わ
び
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

26
 
く
ろ
あ
わ
び
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

27
 
め
が
い
あ
わ
び
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の



 

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

28
 
さ
ざ
え
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

29
 
い
せ
え
び
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

30
 
こ
う
い
か
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

28
 
さ
ざ
え
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

29
 
い
せ
え
び
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

30
 
こ
う
い
か
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 



 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

31
 
ま
だ
こ
千
葉
県
外
房
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

32
 
ま
か
じ
き
中
西
部
北
太
平
洋
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

31
 
ま
だ
こ
千
葉
県
外
房
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

32
 
ま
か
じ
き
中
西
部
北
太
平
洋
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 



 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

33
 
あ
か
か
ま
す
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

34
 
あ
か
む
つ
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

33
 
あ
か
か
ま
す
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

34
 
あ
か
む
つ
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の



 

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

35
 
い
し
か
わ
し
ら
う
お
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

36
 
さ
わ
ら
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

37
 
し
ろ
ぎ
す
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

35
 
い
し
か
わ
し
ら
う
お
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

36
 
さ
わ
ら
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

37
 
し
ろ
ぎ
す
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 



 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

38
 
た
ち
う
お
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 
 水

産
資
源
の
名
称
 

た
ち
う
お
東
京
湾
海
域
 

(2
) 

資
源
管
理
の
方
向
性
 

千
葉
県
沿
岸
水
産
資
源
の

資
源
評
価
に
お
い
て
判
断

さ
れ
る
中
位
以

上
の
資
源
水
準
（
漁
獲
量
で
１
年
当
た
り

83
ト
ン
を
上
回
る
資
源
水
準
）

を
維
持
す
る
。
な
お
、
資
源
評
価
に
お
い
て
評
価
指
標
等
が
更
新
さ
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
用
い
て
本
方
向
性
を
見
直
す
こ
と
と
す
る
。
 

 (3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

38
 
た
ち
う
お
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
) 
 水

産
資
源
の
名
称
 

た
ち
う
お
東
京
湾
海
域
 

(2
) 

資
源
管
理
の
方
向
性
 

当
面
の
間
、
年
間
漁
獲
量
を
直
近
５
年
間
（
平
成

28
 年

か
ら
令
和
２

年
ま
で
）
の
平
均
値
（
19
9
ト
ン
・
県
内
主
要
港
）
程
度
に
維
持
し
、
資

源
の
持
続
的
な
利
用
を
図
る
。
な
お
、
資
源
評
価
に
お
い
て
評
価
指
標
等

が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
用
い
て
本
方
向
性
を
見
直
す
こ

と
と
す
る
。
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 



 

 

39
 
と
ら
ふ
ぐ
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

40
 
む
つ
・
く
ろ
む
つ
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

41
 
う
ち
む
ら
さ
き
が
い
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

 

39
 
と
ら
ふ
ぐ
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

40
 
む
つ
・
く
ろ
む
つ
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

41
 
う
ち
む
ら
さ
き
が
い
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 



 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

42
 
ほ
ん
び
の
す
が
い
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

43
 
な
み
が
い
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

42
 
ほ
ん
び
の
す
が
い
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

43
 
な
み
が
い
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認



 

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

44
 
ま
な
ま
こ
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

45
 
さ
よ
り
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

44
 
ま
な
ま
こ
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

45
 
さ
よ
り
東
京
湾
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 



 

  

46
 
ち
ょ
う
せ
ん
は
ま
ぐ
り
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
 

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

47
 
だ
ん
べ
い
き
さ
ご
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、

認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容

の
改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報

を
活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

  

 

46
 
ち
ょ
う
せ
ん
は
ま
ぐ
り
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

47
 
だ
ん
べ
い
き
さ
ご
千
葉
県
海
域
の
資
源
管
理
方
針
 

(1
)（

略
）
 

(2
)（

略
）
  

(3
)
 
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す
る
 

事
項
 

千
葉
県
漁
業
調
整
規
則
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
産
資
源
の
採

捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
、
認

定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る
当
該
協
定
の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
組
内
容
の

改
良
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
当
該
協
定
に
基
づ
き
、
報
告
さ
れ
る
情
報
を

活
用
し
て
、
資
源
評
価
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
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